
【 歳入 】

【 歳出 】

障害者福祉事業 669,684 296,578 178,424 0 7,380 21,751 165,551

高齢者福祉事業 15,636 0 713 0 1,584 1,549 11,790

児童福祉事業 748,114 295,071 105,591 115,500 39,290 22,373 170,289

高齢者医療事業 480 0 0 0 0 56 424

その他 48,122 959 0 8,900 641 4,369 33,253

小　　　計 1,482,036 592,608 284,728 124,400 48,895 50,098 381,307

予防事業 69,172 21,580 0 0 0 5,527 42,065

保健事業 50,359 275 1,675 0 0 5,621 42,788

母子保健事業 18,218 1,792 619 0 272 1,804 13,731

健康づくり事業 346 0 0 0 0 40 306

その他 390,885 8,815 989 2,000 4,384 43,512 331,185

小　　　計 528,980 32,462 3,283 2,000 4,656 56,504 430,075

国民健康保険事業（繰出金） 122,920 14,782 49,391 0 0 6,822 51,925

介護保険・介護サービス事業（繰出金） 328,375 7,750 6,875 0 0 36,435 277,315

後期高齢者医療事業（繰出金） 270,604 0 50,442 0 0 25,567 194,595

小　　　計 721,899 22,532 106,708 0 0 68,824 523,835

2,732,915 647,602 394,719 126,400 53,551 175,426 1,335,217合　　　　　　　　計

※１　事務費や事務職員の人件費等は除く。

※２　地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の割合に応じて按分して充当している。

区　分 事　　業　　名　　等 令和７年度予算額

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 地方消費税交
付金（社会保
障財源化分）

その他

社会福祉

保健衛生

保険・医療

社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 ２，７３２，９１５千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源 一　　般　　財　　源

【予算資料】

地方消費税交付金（社会保障財源化）が充てられる社会保障施策に要する経費

　令和7年度富士川町一般会計当初予算における社会保障施策経費への充当状況は、下記のとおりです。

地方消費税交付金（社会保障財源化分） １７５，４２６千円
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